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令和８年新年のご挨拶 

                       代表理事 清水一雄 

新年明けましておめでとうございます。 

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

会員の皆様にとって、本年が実り多く、素晴らしい一年と 

なりますことを心よりお祈り申し上げます。 

さて、本年は役員改選を行う総会の年となります。 

「我こそは」とお考えの方、ぜひご自身の体験や知見を、 

本会の活動に活かしてみませんか。 

本会では、新たな活力として理事への立候補を広く求めております。 

新しい経験は、ご自身の引き出しを増やし、ひいては事業の発展にも 

つながるものと考えます。 

本会は、会員一人ひとりの力によって支えられ、動いています。 

皆様の積極的なご参加を心よりお待ちしております。 
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新年の挨拶 

副代表理事 清水鏡晴 

新年明けましておめでとうございます。今年は 2026 年 令和 8 年 丙午（ひのえうま）の年です。ひ

のえうま年は有名です。以前は女性は強すぎると言われ敬遠されてきました。我々に関係ある思想の話

で、干支でいうところの「午（うま）」にあたり、さらに十干と十二支が重なる 60 年周期の中でも特別

とされる年です。昨年はこの丙午年に大いに関係する事象が起きました。それはご存知の高市内閣の誕

生です。誕生から爆発的な人気をほこり、現在に至っています。火のエネルギーが爆発的に高まる「丙

午（ひのえうま）」の現象が昨年後半から現れています。その現象を我が会にも呼び込んで、一気に健康

保険の同意書撤廃の実現に繋げましょう。 

  

 

 

 

事務局長 土田仁 

 新年あけましておめでとうございます。 

本年は午年でございます。その中でもパワーの強いと言われる丙午(ひのえうま)の年です。皆様方にと

ってパワフルで幸多い一年となる事をお祈り申し上げます。そして、当会にとっても色々な意味で更に

前進する良い一年となる様、全力で取り組んで参りたいと考えておりますので、どうぞ本年も宜しくお

願い致します。 

 

 

田中 榮子 

明けましておめでとうございます。皆さまの日々の研鑽と御努力に感謝いたしております。 

「鍼灸・マッサージが健康保険で安心してかかれるように」という国民の願いを「一般社団の会」と 

「NPO 法人東洋医療を考える会」は、いろいろな団体に事実を伝え協力をお願いしてきましたが、まだ

まだ道半ばですね。日本は一人ひとりが国の主人公ですから、言うまでもなく、まわりに働きかけてい

けば、私たちの希望は実現へもっていかれます。この民主主義を多くの国民のものにする作業、今年も

前向きに続けて参りましょう。 
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会員の皆様へ 

事務局一同 

新年あけましておめでとうございます。 

昨年は申請書の早めのご提出にご協力いただき、誠にありがとうございました。 

申請書の書式や条件が以前よりも複雑になり、それに伴い申請書の文字も小さくなったため、申請期間

の終盤には文字が霞んで見えにくくなるほどです。 

申請書を早めにご提出いただけますと、その分しっかりと審査することができますので、 

引き続きご協力いただけますと、事務局一同大変助かります。 

 

 

 

また、事務職員も年々減っており、現在のメンバーも高齢化が進んでおります。 

月初の申請期間だけでもお手伝いいただける方がいらっしゃいましたら、いつでも歓迎いたします！ 

 

今年(令和 8 年度)は療養費の料金改定が行われる年です。 

厚労省から通知が出た際には事務局からもお知らせいたしますが、 

皆様におかれましても情報を素早く把握できるように、厚労省の通知等をご確認ください。 

 

本年も皆様のお力になれるよう尽力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

千駄ヶ谷社教館文化祭 マッサージ治療ボランティア募集 

※参加者には日当と交通費を支給します 

日時：2月 15日（日曜日） 10時～16時 

お申込み：事務局(TEL：03-3299-5276) 

 この文化祭は千駄ヶ谷社教館を利用して、さまざまな活動を行っているグループの取り組みを紹

介し、交流を深めるイベントです。 

「NPO法人東洋医療を考える会」も毎年参加し、按摩・マッサージ・指圧の伝統医療の紹介や、

健康な体づくりに関する相談を行っています。今年も参加いたしますので、ぜひ皆さまご参加くだ

さい。（会場の都合により、変更になる場合もありますのでご注意ください。） 

 また、社教館では毎月第 3木曜日に体験マッサージを行っています。ご興味のある方はそちらに

もご参加ください。

月中の提出にご協力いただける方は、毎月 15 日までにご提出ください。 
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国民が伝統医療を選べる健康保険法へ改善のため 

「国民の会」が結束して国会請願へ取り組みましょう      

広報部 久下勝通 

国民が必要とする場合には、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師の治療も健康保険により利用できるよ

うに、制度改善をすすめようという署名を「健康保険ではり・きゅう・マッサージを受ける国民の会」

として進めてきました。 

この制度改善の署名に賛同して頂いた 21248 名のみなさんの声を「はり・きゅう・あん摩・マッサー

ジ・指圧治療の健康保険適用の拡大と改善を求める請願」として、海江田万里衆議院議員のご協力によ

り 217 国会に提出しました。この請願は、厚生労働委員会で審議されましたが、残念ながら審議未了と

なりました。 

請願件名 はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧治療の健康保険適用の拡大と改善に関する請願 

（請願要旨）  

「はり師、きゅう師、あんま・マッサージ・指圧師が行う治療は、西洋医学の伝来以前から命と 

健康を守ってきた歴史があり、西洋医学との併用治療によって相乗的な効果を発揮し、健康の保持、

増進に重要な役割を果たしている。 

しかし、現行の健康保険制度には制限が多く、国民が必要に応じて適切な医療を受ける権利  

「受療権」を侵害している状態だと言わざるを得ない。 

日本国憲法第二十五条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなけ 

ればならない」としており、国際人権規約でも、到達可能な最高水準の健康を享受することは全て

の人間の基本的人権の一つであるとして「健康権」を提唱している。 

これら「生存権」「健康権」「受療権」を保障することが、国の責務であることは明瞭である。 

 ついては、はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧治療を、一般医療と同様に健康保険証の提

示で受診できるよう措置されたい。」 

（付託委員会）厚生労働委員会、（受理件数）21248名請願署名人数（結果）審議未了  

請願は提出された国会の会期終了までに、検討を終了する取り扱いとされています。 

  請願は何度でも提出できます。 

今回の請願では「請願」の内容について、請願をする署名人での検討は行えませんでした。 

請願要旨により、伝統医療排除の不合理な実態や国民の権利を無視する被害について、議員に理解し

てもらえたかどうか、十分検討する必要があると思います。 

また、国民にも議員にも伝統医療排除の弊害がわかる「請願要旨」とするため、十分な検討が必要だ

と思います。請願の検討にあたる各党の議員には、鍼灸マッサージ師、伝統医療を利用する国民もとも

に、請願採択の必要なことを直接伝える議員との懇談が重要と思います。 

 健康保険制度において、国民が自国の伝統医療を選べる制度の改善へ、伝統医療排除の医療行政の改

善のために「健康保険制度改善の署名」には引き続き取り組みが必要です。 

 健康保険制度の改善を求めて、衆議院への請願行動に引き続き取り組むべきです。議会へ改善要望を

提出する「請願要旨」の内容は「はり・きゅう・マッサージを受ける国民の会」として十分論議し、準

備をして、交流ある議員の意見も十分に伺う、再度の国会請願の取り組みが必要だと思います。 



5 

 

転倒について考える 
松本 泰司 

 

 

高齢者にとって転倒は最重要課題と言ってよい。どんな転倒が一番避けなくてはならないかを考えて

みたい。 

高齢になると足腰が弱まり転倒し易くなるのは仕方ない。以前私は鍼灸接骨院で院長をしていた。常

連の患者に 70 歳後半の男性 A さんが来ていた。彼には一人娘がいたが既に亡くなっていた。A さんは

天気が良ければ近所のお寺にある娘の墓参り行っていた。 

或る日Ａさんが接骨院に来た時「先生、今日娘の墓参りに行ったとき後ろに転んでしまいました。」

と言った。私は病院に行きましたかと聞くと大した事がなかったので行きませんでしたとの事。 

私が診たところ圧痛も打撲痕も無かったので 2，3 日様子を見て、体調に変化があれば病院に受診し

てくださいと言った。 

この話をマッサージを受けていたスナックの太ったママが横で聞いていた。「A さんそれはマズイ。

何が悪いといって墓場で転ぶのは一番やってはいけないことだよ。」と言い出した。 

私は「ママさん止めてよ。A さんが不安になるような事を言わないで。」と言った。ママは一切気に

留めずその話を止めない。 

「亡くなった娘が A さんを呼びに来たんだ。お祓いをしないと引っ張られるよ。」と言い出した。 

A さんは私に「先生そんなことは無いですよね。」と不安顔で確認してきた。ママは未だ話を止めない

「私が良い拝み屋を知っているので教えてあげる。」言い出したので、私がママの施術を替わり早々に

終わらし施術所から追い出した。その日から毎日のように来ていた A さんがぱったり来なくなった。 

10 日近く経っても来院しないので様子を伺う為Ａさん宅に電話をした。奥様が出て「主人は 1 週間

位前に体調が悪くなり総合病院に入院しています。」と答えた。その後Ａさんは入院先で亡くなった。 

どすこい体型ママの予言は的中した。私はこんな事になるならママに対し「繁盛しないスナックのマ

マをやるより占い師になったほうが儲かるのではないか。」と助言してあげようと思った。 

ママのスナックに来ている連中は昼カラオケの帰りにマッサージに来ていたが、年金生活者が多かっ

たのでママがツケで飲ましていた。その後放漫経営でママと愛人の店長は夜逃げしてしまった。 

つけで飲み食いしていた連中は飲み代を踏み倒したったと開き直っていた。予言に長けた断言癖のマ

マは今どこで暮らしているのだろうか。高齢者の皆様お墓での転倒にはお気をつけ下さい。 

あなたには死相が表れています 20 年後

は確実に死にいく姿が私には見えます 

20 年後というと 106 歳にな

りますがどうしたらいいのか 

私が何をシソウなのかしら？ 

死ぬことをしそうです 
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R08 年 1 月                 R08年 2月 

1 木 元旦  1 日  

2 金  2 月  

3 土 申請書〆切 

 

3 火 申請書〆切 

 

4 日  4 水  

5 月  5 木  

6 火  6 金  

7 水  7 土  

8 木  8 日  

9 金 事務局通信投稿締め切り 9 月  

10 土  10 火 事務局通信投稿締め切り 

11 日  11 水 建国記念の日 

12 月 成人の日 12 木    

13 火  13 金  

14 水  14 土  

15 木 NPO 体験マッサージ（13:00～15:00） 

国民の会役員会(18：30～20：30) 

15 日 千駄ヶ谷社会教育館 文化祭 

治療ボランティア(10：00～16：00) 

場所：千駄ヶ谷社会教育館 

16 金  16 月 事務局会議(10：30～12：00) 

17 土  17 火  

18 日 理事会（11：00～13:00） 

新年会（13：30～16：00） 

場所：ホテルローズガーデン新宿 

18 水  

 

19 月 事務局会議(10：30～12：00) 19 木 国民の会役員会(18：30～20：30) 

20 火 ウーベル保険 R8 年 2 月加入申し込み締め切り 20 金 ウーベル保険 R8 年 3 月加入申し込み締め切り 

21 水  21 土  

22 木  22 日  

23 金  23 月 天皇誕生日 

24 土  24 火  

25 日 NPO 理事会(10：00～12：00) 25 水  

26 月  26 木  

27 火 支給明細などの発送 27 金 支給明細などの発送 

療養費の振り込み 

28 水  28 土  

29 木     

30 金 療養費の振り込み    

31 土      
 

 

  
※国民の会：健康保険ではり・きゅう・マッサージを受ける国民の会 

※NPO：NPO 法人東洋医療を考える会 

 

 

 

 

 

申請業務 申請業務 
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